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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルの機能を停止させることを指示する指示信号が入力されたことを条件として
、前記液晶パネルを透過させることによって像を形成するための光を発生するバックライ
トの輝度を人の目に見えない所定の輝度に減少させる輝度減少制御手段と、
　前記輝度減少制御手段によって輝度が減少された後、前記液晶パネルへの映像信号をオ
ン状態からオフ状態に制御するパネルオフ制御手段と、
　前記パネルオフ制御手段によって前記映像信号がオフ状態に制御された後、前記バック
ライトをオン状態からオフ状態に制御する照明オフ制御手段とを備える、液晶テレビ受像
機。
【請求項２】
　液晶パネルを透過または前記液晶パネルに反射させることによって像を形成するための
光を発生する照明装置の輝度を人の目に見えない輝度に減少させる輝度減少制御手段と、
　前記輝度減少制御手段によって輝度が減少された後、前記液晶パネルへの映像信号をオ
ン状態からオフ状態に制御するパネルオフ制御手段と、
　前記パネルオフ制御手段によって前記映像信号がオフ状態に制御された後、前記照明装
置をオン状態からオフ状態に制御する照明オフ制御手段とを備える、液晶表示装置。
【請求項３】
　前記パネルオフ制御手段は、前記輝度減少制御手段によって輝度が減少されてから第１
の所定時間が少なくとも経過した後、前記液晶パネルへの映像信号をオン状態からオフ状
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態に制御し、
　前記照明オフ制御手段は、前記パネルオフ制御手段によって前記映像信号がオフ状態に
制御されてから第２の所定時間が少なくとも経過した後、前記バックライトをオン状態か
らオフ状態に制御し、
　前記第１の所定時間および前記第２の所定時間をそれぞれ計時する計時手段をさらに備
え、
　前記第１の所定時間は、前記輝度減少制御手段によって輝度の減少の制御が完了するま
での時間以上であり、
　前記第２の所定時間は、前記第１の所定時間よりも短い、請求項２に記載の液晶表示装
置。
【請求項４】
　前記輝度減少制御手段は、液晶パネルの機能を停止させることを指示する指示信号が入
力されたことを条件として、輝度を減少させる、請求項２または請求項３に記載の液晶表
示装置。
【請求項５】
　前記輝度減少制御手段は、人の目に見えない所定の輝度に減少させる、請求項２から請
求項４のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記所定の輝度は、前記照明装置の最小輝度である、請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記液晶表示装置の周辺の照度を測定する照度測定手段をさらに備え、
　前記輝度減少制御手段は、前記照度測定手段によって測定された照度に応じた輝度に減
少させる、請求項２から請求項４のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記輝度減少制御手段は、輝度を徐々に減少させる、請求項２から請求項７までのいず
れかに記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記照明装置は、バックライトである、請求項２から請求項８までのいずれかに記載の
液晶表示装置。
【請求項１０】
　請求項２から請求項９までのいずれかに記載の液晶表示装置を備える、電気機器。
【請求項１１】
　請求項２から請求項９までのいずれかに記載の液晶表示装置を備える、液晶テレビ受像
機。
【請求項１２】
　請求項２から請求項８までのいずれかに記載の液晶表示装置を備える、液晶プロジェク
タ装置。
【請求項１３】
　液晶表示装置を制御する液晶表示制御方法であって、
　液晶パネルを透過または前記液晶パネルに反射させることによって像を形成するための
光を発生する照明装置の輝度を人の目に見えない輝度に減少させるステップと、
　輝度が減少された後、前記液晶パネルへの映像信号をオン状態からオフ状態に制御する
ステップと、
　前記映像信号がオフ状態に制御された後、前記照明装置をオン状態からオフ状態に制御
するステップとを含む、液晶表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶テレビ受像機、液晶表示装置、電気機器、液晶プロジェクタ装置、およ
び、液晶表示制御方法に関し、特に、液晶パネルの制御に特徴がある液晶テレビ受像機、
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液晶表示装置、電気機器、液晶プロジェクタ装置、および、液晶表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電源をオフ状態にするときに、先に液晶駆動回路への電源供給を停止した後、プ
ラズマ駆動回路への電源供給を停止するプラズマアドレス表示パネルの駆動方法があった
（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、電源をオン状態にするときまたはオフ状態にするときに、液晶パネルを無表示と
して画乱れ等を表示しないようにするマスク期間を設けた液晶表示駆動装置および方法が
あった（たとえば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、外部から電源をオフ状態とする指示を受付けると、液晶表示パネルを構成する共
通電極と複数の画素電極の全部または一部とを実質上０電位とする液晶表示システム、表
示信号供給装置、および、液晶表示装置があった（たとえば、特許文献３参照）。
【０００５】
　また、電源断時に画素部の全画素について能動素子をアクティブにし、同時に信号線の
全てを画素の対向電極電位と同電位にすることで、全画素について画素電極、能動素子、
信号線、対向電極の順に放電経路が瞬時に形成されることによって、この放電経路によっ
て全画素の残留電荷が瞬時にディスチャージされ、突発的な電源断が発生した場合であっ
ても、画素内の残留電荷に起因する残像が無くなるため、電源断時の画面の乱れを防止で
きる液晶表示装置、液晶表示装置制御方法、および、携帯端末があった（たとえば、特許
文献４参照）。
【特許文献１】特開平８－３１３８６８号公報
【特許文献２】特開平１１－２１２５２２号公報
【特許文献３】特開２００３－５０５６５号公報
【特許文献４】特開２００４－４５７８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の技術は、プラズマアドレス表示パネルの駆動方法である。
一方、本発明は、液晶表示装置等に関する発明である。このため、特許文献１に記載の技
術では、本発明の課題を解決することができない。
【０００７】
　また、特許文献２から特許文献４までに記載の技術は、いずれも、液晶パネルを制御す
るものであって、複雑な制御が必要であり、バックライトの制御に関しては発明の構成に
含められていなかった。
【０００８】
　この発明は上述の問題点を解決するためになされたもので、この発明の目的の１つは、
液晶パネルの照明装置を制御することによって容易に、液晶パネルをオフ状態にするとき
の画像の乱れをユーザにみせないようにすることが可能な液晶テレビ受像機、液晶表示装
置、電気機器、液晶プロジェクタ装置、および、液晶表示制御方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するために、この発明のある局面によれば、液晶表示装置は、輝度
減少制御部と、パネルオフ制御部と、照明オフ制御部とを備える。輝度減少制御部は、液
晶パネルを透過または液晶パネルに反射させることによって像を形成するための光を発生
する照明装置の輝度を人の目に見えない輝度に減少させる。パネルオフ制御部は、輝度減
少制御部によって輝度が減少された後、液晶パネルへの映像信号をオン状態からオフ状態
に制御する。照明オフ制御部は、パネルオフ制御部によって映像信号がオン状態からオフ
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状態に制御された後、照明装置をオフ状態に制御する。
【００１０】
　この発明に従えば、液晶表示装置によって、液晶パネルを透過または液晶パネルに反射
させることによって像を形成するための光を発生する照明装置の輝度が人の目に見えない
輝度に減少され、輝度が減少された後、液晶パネルへの映像信号がオン状態からオフ状態
に制御され、映像信号がオフ状態に制御された後、照明装置がオン状態からオフ状態に制
御される。
【００１１】
　このため、液晶パネルの照明装置を制御することによって容易に、液晶パネルへの映像
信号をオン状態からオフ状態にしたときに発生する画像の乱れをユーザに見せないように
することが可能な液晶表示装置を提供できる。
【００１２】
　好ましくは、輝度減少制御部は、液晶パネルの機能を停止させることを指示する指示信
号が入力されたことを条件として、輝度を減少させる。
【００１３】
　好ましくは、輝度減少制御部は、人の目に見えない所定の輝度に減少させる。さらに好
ましくは、所定の輝度は、照明装置の最小輝度である。
【００１４】
　好ましくは、液晶表示装置は、液晶表示装置の周辺の照度を測定する照度測定部をさら
に備える。輝度減少制御部は、照度測定部によって測定された照度に応じた輝度に減少さ
せる。
【００１５】
　この発明に従えば、液晶表示装置によって、周辺の照度が測定され、照明装置の輝度が
、測定された照度に応じた人の目に見えない輝度に減少される。このため、照度に応じて
できるだけ輝度の変動幅の小さい輝度に減少させることができるので、照明装置に供給さ
れる電力の変動幅を小さくできる。その結果、液晶表示装置の電力の負荷変動幅を小さく
することができ、液晶表示装置の電源電圧の安定性を向上させることができる。
【００１６】
　好ましくは、輝度減少制御部は、輝度を徐々に減少させる。
　この発明に従えば、液晶表示装置によって、照明装置の輝度が人の目に見えない輝度に
徐々に減少される。このため、時間当りの輝度の変動幅が小さくなるので、照明装置に供
給される電力の変動幅を小さくできる。その結果、液晶表示装置の電力の負荷変動幅を小
さくすることができ、液晶表示装置の電源電圧の安定性を向上させることができる。
【００１７】
　好ましくは、照明装置は、バックライトである。
　この発明の他の局面によれば、電気機器は、前述した液晶表示装置を備える。
【００１８】
　このため、液晶パネルの照明装置を制御することによって容易に、液晶パネルへの映像
信号をオン状態からオフ状態にしたときに発生する画像の乱れをユーザに見せないように
することが可能な電気機器を提供できる。
【００１９】
　この発明のさらに他の局面によれば、液晶テレビ受像機は、前述した液晶表示装置を備
える。
【００２０】
　このため、液晶パネルの照明装置を制御することによって容易に、液晶パネルへの映像
信号をオン状態からオフ状態にしたときに発生する画像の乱れをユーザに見せないように
することが可能な液晶テレビ受像機を提供できる。
【００２１】
　この発明のさらに他の局面によれば、液晶プロジェクタ装置は、前述した液晶表示装置
を備える。
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【００２２】
　このため、液晶パネルの照明装置を制御することによって容易に、液晶パネルへの映像
信号をオン状態からオフ状態にしたときに発生する画像の乱れをユーザに見せないように
することが可能な液晶プロジェクタ装置を提供できる。
【００２３】
　この発明のさらに他の局面によれば、液晶表示制御方法は、液晶表示装置を制御する方
法であって、液晶パネルを透過または液晶パネルに反射させることによって像を形成する
ための光を発生する照明装置の輝度を人の目に見えない輝度に減少させるステップと、輝
度が減少された後、液晶パネルへの映像信号をオン状態からオフ状態に制御するステップ
と、映像信号がオフ状態に制御された後、照明装置をオン状態からオフ状態に制御するス
テップとを含む。
【００２４】
　この発明に従えば、液晶表示制御方法によって、液晶パネルを透過または液晶パネルに
反射させることによって像を形成するための光を発生する照明装置の輝度が人の目に見え
ない輝度に減少され、輝度が減少された後、液晶パネルへの映像信号がオン状態からオフ
状態に制御され、映像信号がオフ状態に制御された後、照明装置がオン状態からオフ状態
に制御される。
【００２５】
　このため、液晶パネルの照明装置を制御することによって容易に、液晶パネルへの映像
信号をオン状態からオフ状態にしたときに発生する画像の乱れをユーザに見せないように
することが可能な液晶表示制御方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図
中の同一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２７】
　（第１の実施の形態）
　図１は、この発明の第１の実施の形態における液晶テレビ受像機１００の構成の概略を
示すブロック図である。
【００２８】
　図１を参照して、液晶テレビ受像機１００は、制御部１０と、リモコン受信部２１と、
チューナ３２と、復調器３３と、信号処理部３４と、液晶パネル５１と、バックライト５
２と、スピーカ６１とを含む。
【００２９】
　制御部１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、メモリ１２とを含む。Ｃ
ＰＵ１１は、所定のプログラムを実行する。メモリ１２は、ＣＰＵ１１によって実行され
るプログラム、そのプログラムの実行中のデータ、および、そのプログラムの実行結果の
データを記憶する。
【００３０】
　チューナ３２は、アンテナ３１で受信した放送信号の中から、制御部１０からの指令信
号に応じて選択されたチャンネルに対応する放送信号を抽出する。そして、チューナ３２
は、抽出した放送信号を復調器３３へ出力する。
【００３１】
　復調器３３は、チューナ３２から放送信号を受けて、放送信号を映像および音声がデジ
タル符号化されたＭＰＥＧ－２ＴＳ（Moving Picture Experts Group phase 2 Transport
 Stream）信号に復調し、ＭＰＥＧ－２ＴＳ信号を信号処理部３４へ出力する。
【００３２】
　信号処理部３４は、復調器３３から受けたＭＰＥＧ－２ＴＳ信号を映像信号および音声
信号に復号する。そして、信号処理部３４は、復号された映像信号を、液晶パネル５１を
駆動制御して映像を表示させるためのパネル信号に変換して、パネル信号を液晶パネル５
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１に出力する。また、信号処理部３４は、復号された音声信号をスピーカ６１に出力する
。
【００３３】
　リモコン受信部２１は、リモコン２２からの指令を受信して、受信した指令を示す指令
信号を制御部１０へ出力する。ユーザは、テレビ番組の受像に関わる所望の動作を液晶テ
レビ受像機１００に行わせるため、リモコン２２を用いて指令を送信する。
【００３４】
　液晶パネル５１は、光の３原色でそれぞれ着色された画素ごとに液晶にパネル信号で示
される電圧が負荷されることにより制御される透過率で、バックライト５２からの光を透
過させることによって、画素の集合体である画像を表示する。バックライト５２は、液晶
パネル５１に背面から光を照らす照明装置である。
【００３５】
　バックライト５２は、本実施の形態においては、発光ダイオード（Light Emitting Dio
de、以下「ＬＥＤ」という）であるが、これに限定されず、ＥＬ（Electro-Luminescence
）など他の照明装置であってもよい。
【００３６】
　なお、本実施の形態においては、透過型の液晶パネル５１について説明するが、これに
限定されず、フロントライト式の反射型の液晶パネルであってもよい。この場合は、画素
ごとに制御される反射率でフロントライトからの光が反射されて、画像が表示される。
【００３７】
　図２は、この発明の第１の実施の形態における液晶テレビ受像機１００で実行されるパ
ネルオフ処理の流れを示すフローチャートである。
【００３８】
　図２を参照して、パネルオフ処理は、たとえば、この処理の呼出元のメイン処理から定
期的に呼出されることによって実行される。
【００３９】
　まず、ステップＳ１０１で、液晶テレビ受像機１００の制御部１０は、パネルオフ指示
信号が入力されたか否かを判断する。
【００４０】
　パネルオフ指示信号は、実際の信号であってもよいし、制御部１０のメモリ１２の所定
領域に所定のデータが書込まれたときに信号が出されたとみなされるようなもの、たとえ
ば、フラグであってもよい。
【００４１】
　パネルオフ指示信号は、たとえば、液晶テレビ受像機１００の電源がオフ状態にされる
ときに出される。しかし、これに限定されず、映像のない音声のみのコンテンツがテレビ
受像機１００に入力されたとき、たとえば、ＦＭ（Frequency-Modulation）放送などの音
声放送が受信されたときに、パネルオフ指示信号が出されるようにしてもよい。
【００４２】
　パネルオフ指示信号が入力されていないと判断した場合（ステップＳ１０１でＮＯの場
合）、制御部１０は、このパネルオフ処理を終了して、実行する処理をこの処理の呼出元
の処理に戻す。
【００４３】
　一方、パネルオフ指示信号が入力されたと判断した場合（ステップＳ１０１でＹＥＳの
場合）、制御部１０は、ステップＳ１０４で、バックライト５２の輝度を最大輝度の２０
％に減少するように制御する。
【００４４】
　なお、これに限定されず、バックライト５２の輝度を人の目に見えない程度の輝度に制
御するのであれば、他の輝度に制御するようにしてもよい。たとえば、バックライト５２
の性能にもよるが、バックライト５２の最小輝度から最大輝度の３０％程度までのいずれ
かの他の所定の値に制御するようにしてもよいし、テレビ受像機１００の周辺の照度や人
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の存在や時間帯などに応じた値に制御するようにしてもよい。
【００４５】
　また、人の目に見えない程度の輝度は、人によって個人差があるし、周辺の照度によっ
ても差がある。このため、様々な人から様々な照度で目に見えない輝度に関する統計をと
って、その統計値のうちの最低の輝度未満の輝度に制御することが好ましい。このように
、減少制御されるバックライト５２の輝度の値として統計的な値を用いることによって、
減少制御されるバックライト５２の輝度が、人の目に見えない輝度であることが保証され
る。
【００４６】
　次に、ステップＳ１０７で、制御部１０は、ステップＳ１０４でバックライト５２の輝
度の減少制御が行われてから時間Ｔ1が経過したか否かを判断する。計時は、制御部１０
のＣＰＵ１１のタイマ機能によって行われる。時間Ｔ1は、数１００ミリ秒オーダの時間
であって、たとえば、３００ミリ秒である。
【００４７】
　なお、時間Ｔ1は、ステップＳ１０４の処理が実行されてＣＰＵ１１が制御動作を開始
してからバックライト５２の輝度の減少制御が実際に完了するまでの時間以上であれば、
他のオーダの時間であってもよい。
【００４８】
　また、ステップＳ１０７で、ステップＳ１０７に処理が進められてから時間Ｔ1が経過
したか否かが判断されるようにしてもよい。
【００４９】
　時間Ｔ1が経過していないと判断した場合（ステップＳ１０７でＮＯの場合）、制御部
１０は、ステップＳ１０７の処理を繰返す。一方、時間Ｔ1が経過したと判断した場合（
ステップＳ１０７でＹＥＳの場合）、ステップＳ１１１で、制御部１０は、パネル信号を
オン状態からオフ状態に制御する。これによって、液晶パネル５１が無制御の状態となる
。
【００５０】
　しかし、ステップＳ１０４で、バックライト５２を人の目に見えない輝度に制御してい
るので、無制御となった液晶パネル５１に表示される画像の乱れがユーザに見えないよう
にすることができる。
【００５１】
　次に、ステップＳ１１２で、制御部１０は、ステップＳ１１１でパネル信号がオフ状態
に制御されてから時間Ｔ2が経過したか否かを判断する。時間Ｔ2は、数１００ミリ秒以下
の非常に短い時間であり、たとえば、０ミリ秒である。
【００５２】
　なお、時間Ｔ2は、０ミリ秒から数１００ミリ秒の間の時間であってもよい。また、パ
ネルオフ処理にステップＳ１１２の処理を含まないようにしてもよい。このようにした場
合であっても、ステップＳ１１１の処理が実行されてから少なくともＣＰＵ１１の１クロ
ックが経過した以降に、次の処理が実行される。
【００５３】
　また、ステップＳ１１２で、ステップＳ１１２に処理が進められてから時間Ｔ2が経過
したか否かが判断されるようにしてもよい。
【００５４】
　時間Ｔ2が経過していないと判断した場合（ステップＳ１１２でＮＯの場合）、制御部
１０は、ステップＳ１１２の処理を繰返す。一方、時間Ｔ2が経過したと判断した場合（
ステップＳ１１２でＹＥＳの場合）、ステップＳ１１３で、制御部１０は、バックライト
５２をオン状態からオフ状態に制御する。これによって、バックライト５２の輝度は０に
なる。
【００５５】
　ステップＳ１１３の後、制御部１０は、このパネルオフ処理を終了して、実行する処理



(8) JP 4670637 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

をこの処理の呼出元の処理に戻す。
【００５６】
　図３は、この発明の第１の実施の形態における液晶テレビ受像機１００でのパネルオフ
制御のタイミングを示すタイミングチャートである。
【００５７】
　図３を参照して、このタイミングチャートは、図２で説明したパネルオフ処理が実行さ
れたときのタイミングチャートである。まず、パネルオフ指示信号がオフ状態からオン状
態にされる。これに応じて、バックライトの輝度が最大輝度の２０％に制御される。
【００５８】
　次に、バックライトの輝度の減少制御が行なわれてから時間Ｔ1が経過した後に、パネ
ル信号がオン状態からオフ状態に制御される。パネル信号がオフ状態に制御されてから時
間Ｔ2が経過した後に、バックライト５２がオン状態からオフ状態に制御される。これに
より、バックライト５２の輝度は、最小輝度よりも低い０になる。
【００５９】
　以上説明したように、第１の実施の形態における液晶テレビ受像機１００によれば、図
２のステップＳ１０４で説明したように、液晶パネル５１を透過させることによって像を
形成するための光を発生するバックライト５２の輝度が人の目に見えない輝度に減少され
る。
【００６０】
　図２のステップＳ１１１で説明したように、輝度が減少された後、液晶パネル５１への
パネル信号がオン状態からオフ状態に制御される。図２のステップＳ１１３で説明したよ
うに、パネル信号がオフ状態に制御された後、バックライト５２がオン状態からオフ状態
に制御される。
【００６１】
　このため、液晶パネル５１のバックライト５２を制御することによって容易に、液晶パ
ネル５１へのパネル信号をオン状態からオフ状態にしたときに発生する画像の乱れをユー
ザに見せないようにすることができる。
【００６２】
　また、図２のステップＳ１０１およびステップＳ１０４で説明したように、液晶パネル
５１の機能を停止させることを指示するパネルオフ指示信号が入力されたことを条件とし
て、バックライト５２の輝度が減少される。
【００６３】
　また、図２のステップＳ１０４で説明したように、人の目に見えない所定の輝度である
バックライト５２の最大輝度の２０％の輝度に減少される。
【００６４】
　このため、輝度を減少させるときに制御する輝度を計算する必要がなくなる。その結果
、より容易に輝度を減少させることができる。
【００６５】
　（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態においては、バックライトの輝度を人の目に見えない所定の輝度に一
度に減少制御した後に、パネル信号をオフ状態に制御するようにした。第２の実施の形態
においては、バックライトの輝度を段階的に徐々に減少させた後、パネル信号をオフ状態
に制御するようにする。
【００６６】
　なお、第２の実施の形態における液晶テレビ受像機１００Ａの構成は、図１で説明した
第１の実施の形態における液晶テレビ受像機１００の構成と同様であるので、説明は繰返
さない。
【００６７】
　図４は、この発明の第２の実施の形態における液晶テレビ受像機１００Ａで実行される
パネルオフ処理の流れを示すフローチャートである。
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【００６８】
　図４を参照して、パネルオフ処理は、たとえば、この処理の呼出元のメイン処理から定
期的に呼出されることによって実行される。
【００６９】
　まず、ステップＳ２０１で、液晶テレビ受像機１００Ａの制御部１０は、パネルオフ指
示信号が入力されたか否かを判断する。
【００７０】
　パネルオフ指示信号が入力されていないと判断した場合（ステップＳ２０１でＮＯの場
合）、制御部１０は、このパネルオフ処理を終了して、実行する処理をこの処理の呼出元
の処理に戻す。
【００７１】
　一方、パネルオフ指示信号が入力されたと判断した場合（ステップＳ２０１でＹＥＳの
場合）、制御部１０は、ステップＳ２０３で、変数ｊに１を代入する。
【００７２】
　次に、ステップＳ２０４で、制御部１０は、バックライト５２の輝度を最大輝度のＢj

％になるように制御する。ここで、Ｂj＝｛８０，６０，４０，２０，０｝である。ステ
ップＳ２０４の処理が１回目に実行されるときは、ｊ＝１であるので、バックライト５２
の輝度が最大輝度のＢ1＝８０％になるように制御される。最大輝度のＢ5＝０％は、本実
施の形態においては、輝度が０の状態ではなくて、最小輝度であることとする。
【００７３】
　ステップＳ２０６では、制御部１０は、ｊ≧Ｎが成立するか否かを判断する。Ｎは、定
数であり、ここでは、Ｎ＝５である。ｊ≧Ｎが成立すると判断した場合（ステップＳ２０
６でＹＥＳの場合）、制御部１０は、実行する処理をステップＳ２１１に進める。
【００７４】
　一方、ｊ≧Ｎが成立しないと判断した場合（ステップＳ２０６でＮＯの場合）、ステッ
プＳ２０７で、制御部１０は、バックライト５２の輝度が最大輝度のＢj％になるように
制御されてから時間Ｔ3が経過したか否かを判断する。時間Ｔ3は、数１０ミリ秒オーダの
時間であって、たとえば、５０ミリ秒である。
【００７５】
　なお、時間Ｔ3は、ステップＳ２０４の処理が実行されてＣＰＵ１１が制御動作を開始
してからバックライト５２の輝度の制御が実際に完了するまでの時間以上であれば、他の
オーダの時間であってもよい。
【００７６】
　また、ステップＳ２０７で、ステップＳ２０７に処理が進められてから時間Ｔ3が経過
したか否かが判断されるようにしてもよい。
【００７７】
　時間Ｔ3が経過していないと判断した場合（ステップＳ２０７でＮＯの場合）、制御部
１０は、ステップＳ２０７の処理を繰返す。一方、時間Ｔ3が経過したと判断した場合（
ステップＳ２０７でＹＥＳの場合）、ステップＳ２０８で、制御部１０は、ｊの値を１加
算する。ステップＳ２０８の後、制御部１０は、実行する処理をステップＳ２０４の処理
に戻す。
【００７８】
　たとえば、ステップＳ２０８の処理が実行される前にｊ＝４であった場合、ステップＳ
２０８で、ｊ＝５とされて、ステップＳ２０４で、バックライトの輝度が最大輝度のＢ5

＝０％、つまり前述したように最小輝度に制御され、ステップＳ２０６で、ｊ＝Ｎ＝５で
あるのでｊ≧Ｎが成立すると判断されて、実行する処理がステップＳ２１１の処理に進め
られる。
【００７９】
　ステップＳ２１１では、制御部１０は、パネル信号をオン状態からオフ状態に制御する
。これによって、液晶パネル５１が無制御の状態となる。しかし、ステップＳ２０４が複
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数回実行されることによって、バックライト５２の輝度が段階的に徐々に最小輝度にされ
るので、無制御となった液晶パネル５１に表示される画像の乱れがユーザに見えないよう
にすることができる。
【００８０】
　次に、ステップＳ２１２で、制御部１０は、ステップＳ２１１でパネル信号がオフ状態
に制御されてから時間Ｔ4が経過したか否かを判断する。時間Ｔ4は、数１００ミリ秒以下
の非常に短い時間であり、たとえば、０ミリ秒である。
【００８１】
　なお、時間Ｔ4は、０ミリ秒から数１００ミリ秒の間の時間であってもよい。また、パ
ネルオフ処理にステップＳ２１２の処理を含まないようにしてもよい。このようにした場
合であっても、ステップＳ２１１の処理が実行されてから少なくともＣＰＵ１１の１クロ
ックが経過した以降に、次の処理が実行される。
【００８２】
　また、ステップＳ２１２で、ステップＳ２１２に処理が進められてから時間Ｔ4が経過
したか否かが判断されるようにしてもよい。
【００８３】
　時間Ｔ4が経過していないと判断した場合（ステップＳ２１２でＮＯの場合）、制御部
１０は、ステップＳ２１２の処理を繰返す。一方、時間Ｔ4が経過したと判断した場合（
ステップＳ２１２でＹＥＳの場合）、ステップＳ２１３で、制御部１０は、バックライト
５２をオン状態からオフ状態に制御する。これによって、バックライト５２の輝度は０に
なる。
【００８４】
　ステップＳ２１３の後、制御部１０は、このパネルオフ処理を終了して、実行する処理
をこの処理の呼出元の処理に戻す。
【００８５】
　図５は、この発明の第２の実施の形態における液晶テレビ受像機１００Ａでのパネルオ
フ制御のタイミングを示すタイミングチャートである。
【００８６】
　図５を参照して、このタイミングチャートは、図４で説明したパネルオフ処理が実行さ
れたときのタイミングチャートである。まず、パネルオフ指示信号がオフ状態からオン状
態にされる。これに応じて、バックライトの輝度が最大輝度のＢ1＝８０％に制御される
。
【００８７】
　次に、時間Ｔ3が経過するごとに、バックライトの輝度が最大輝度のＢ2＝６０％、Ｂ3

＝４０％、Ｂ4＝２０％、Ｂ5＝０％と時間Ｔ3ごとに最大輝度の２０％ずつ段階的に徐々
に減少制御される。減少制御がされた後、パネル信号がオン状態からオフ状態に制御され
る。
【００８８】
　パネル信号がオフ状態に制御されてから時間Ｔ4が経過した後に、バックライト５２が
オン状態からオフ状態に制御される。これにより、バックライト５２の輝度は、最小輝度
よりも低い０になる。
【００８９】
　以上説明したように、第２の実施の形態における液晶テレビ受像機１００Ａによれば、
図４のステップＳ２０３からステップＳ２０８までで説明したように、液晶パネル５１を
透過させることによって像を形成するための光を発生するバックライト５２の輝度が徐々
に減少される。
【００９０】
　図４のステップＳ２１１で説明したように、輝度が減少された後、液晶パネル５１への
パネル信号がオン状態からオフ状態に制御される。図４のステップＳ２１３で説明したよ
うに、パネル信号がオフ状態に制御された後、バックライト５２がオン状態からオフ状態
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に制御される。
【００９１】
　このため、一気に輝度を減少させた場合と比較して、時間当りの輝度の変動幅が小さく
なるので、バックライト５２に供給される電力の変動幅を小さくできる。その結果、液晶
テレビ受像機１００Ａの電力の負荷変動幅を小さくすることができ、液晶テレビ受像機１
００Ａの電源電圧の安定性を向上させることができる。
【００９２】
　また、図４のステップＳ２０１およびステップＳ２０４で説明したように、液晶パネル
５１の機能を停止させることを指示するパネルオフ指示信号が入力されたことを条件とし
て、バックライト５２の輝度が減少される。
【００９３】
　また、図４のステップＳ２０３からステップＳ２０８までで説明したように、段階的に
輝度が減少するようにそれぞれ設定された複数の所定の輝度である最大輝度のＢj（＝｛
８０，６０，４０，２０，０｝）％の輝度に順次変更されることによって輝度が変更され
る。
【００９４】
　このため、輝度を減少させるときに制御する輝度を計算する必要がなくなる。その結果
、より容易に輝度を減少させることができる。
【００９５】
　また、図４のステップＳ２０４、ステップＳ２１１で説明したように、バックライト５
２の輝度が人の目に見えない輝度である最大輝度の２０％や０％まで徐々に減少され、輝
度が減少された後、液晶パネル５１へのパネル信号がオン状態からオフ状態に制御される
。このため、液晶パネル５１のバックライト５２を制御することによって容易に、液晶パ
ネル５１へのパネル信号をオン状態からオフ状態にしたときに発生する画像の乱れをユー
ザに見せないようにすることができる。
【００９６】
　（第３の実施の形態）
　第２の実施の形態においては、バックライトの輝度を段階的に徐々に減少させた後、パ
ネル信号をオフ状態に制御するようにした。第３の実施の形態においては、バックライト
の輝度を段階的に徐々に減少させ、人の目に見えない所定の輝度を下回った後、パネル信
号をオフ状態に制御するようにする。
【００９７】
　なお、第３の実施の形態における液晶テレビ受像機１００Ｂの構成は、図１で説明した
第１の実施の形態における液晶テレビ受像機１００の構成と同様であるので、説明は繰返
さない。
【００９８】
　図６は、この発明の第２の実施の形態における液晶テレビ受像機１００Ａでのパネルオ
フ処理の流れを示すフローチャートである。
【００９９】
　図６を参照して、パネルオフ処理は、たとえば、この処理の呼出元のメイン処理から定
期的に呼出されることによって実行される。
【０１００】
　まず、ステップＳ３０１で、液晶テレビ受像機１００Ｂの制御部１０は、パネルオフ指
示信号が入力されたか否かを判断する。
【０１０１】
　パネルオフ指示信号が入力されていないと判断した場合（ステップＳ３０１でＮＯの場
合）、制御部１０は、このパネルオフ処理を終了して、実行する処理をこの処理の呼出元
の処理に戻す。
【０１０２】
　一方、パネルオフ指示信号が入力されたと判断した場合（ステップＳ３０１でＹＥＳの



(12) JP 4670637 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

場合）、制御部１０は、ステップＳ３０２で、現在のバックライト５２の輝度を読込んで
、輝度の値を変数ｂに代入する。なお、現在のバックライト５２の輝度の値は、制御部１
０のメモリ１２の所定の記憶領域に記憶される。次に、制御部１０は、ステップＳ３０３
で、変数ｊに１を代入する。
【０１０３】
　次に、ステップＳ３０４で、制御部１０は、バックライト５２の輝度を最大輝度のｂj

％になるように制御する。ここで、ｂj＝ｂ－２０ｊである。ステップＳ３０２で読込ま
れた輝度ｂがｂ＝８０であり、ステップＳ３０４の処理が１回目に実行されるときは、ｊ
＝１であるので、バックライト５２の輝度がｂ1＝８０－２０×１＝６０％になるように
制御される。
【０１０４】
　次のステップＳ３０５では、制御部１０は、ステップＳ３０４でバックライトの輝度が
制御されてから時間Ｔ5が経過したか否かを判断する。時間Ｔ5は、数１０ミリ秒オーダの
時間であって、たとえば、５０ミリ秒である。
【０１０５】
　なお、時間Ｔ5は、ステップＳ３０４の処理が実行されてＣＰＵ１１が制御動作を開始
してからバックライト５２の輝度の制御が実際に完了するまでの時間以上であれば、他の
オーダの時間であってもよい。
【０１０６】
　また、ステップＳ３０５で、ステップＳ３０５に処理が進められてから時間Ｔ5が経過
したか否かが判断されるようにしてもよい。
【０１０７】
　時間Ｔ5が経過していないと判断した場合（ステップＳ３０５でＮＯの場合）、制御部
１０は、ステップＳ３０５の処理を繰返す。
【０１０８】
　一方、時間Ｔ5が経過したと判断した場合（ステップＳ３０５でＹＥＳの場合）、ステ
ップＳ３０６で、制御部１０は、ｂj＜３０が成立するか否かを判断する。なお、ｂjの比
較対象は、最大輝度の３０％の輝度に限定されず、人の目に見えない程度の輝度であれば
、他の輝度が比較対象であってもよい。
【０１０９】
　たとえば、バックライト５２の性能にもよるが、バックライト５２の最小輝度から最大
輝度の３０％程度までのいずれかの他の所定の値がｂjの比較対象であってもよいし、液
晶テレビ受像機１００Ｂの周辺の照度や人の存在や時間帯などに応じた値がｂjの比較対
象であってもよい。
【０１１０】
　ｂj＜３０が成立すると判断された場合(ステップＳ３０６でＹＥＳの場合）、制御部１
０は、実行する処理をステップＳ３１１の処理に進める。一方、ｂj＜３０が成立しない
と判断された場合（ステップＳ３０６でＮＯの場合）、ステップＳ３０８で、制御部１０
は、ｊの値を１加算する。ステップＳ３０８の後、制御部１０は、実行する処理をステッ
プＳ３０４の処理に戻す。
【０１１１】
　たとえば、ステップＳ３０６の処理が実行される前にｊ＝２でありｂj＝４０であった
場合、ステップＳ３０６で、ｂj＜３０が成立しないと判断されて、ステップＳ３０８で
、ｊが１加算されてｊ＝３とされ、ステップＳ３０４で、バックライトの輝度が最大輝度
のｂj＝８０－２０×３＝２０％とされ、ステップＳ３０６で、ｂj＜３０が成立すると判
断されて、実行する処理がステップＳ３１１の処理に進められる。
【０１１２】
　ステップＳ３１１では、制御部１０は、パネル信号をオン状態からオフ状態に制御する
。これによって、液晶パネル５１が無制御の状態となる。しかし、ステップＳ３０６で、
バックライト５２の輝度が人の目に見えない輝度未満である場合に、パネル信号がオフ状
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態とされるので、無制御となった液晶パネル５１に表示される画像の乱れがユーザに見え
ないようにすることができる。
【０１１３】
　次に、ステップＳ３１２で、制御部１０は、ステップＳ３１１でパネル信号がオフ状態
に制御されてから時間Ｔ6が経過したか否かを判断する。時間Ｔ6は、数１００ミリ秒以下
の非常に短い時間であり、たとえば、０ミリ秒である。
【０１１４】
　なお、時間Ｔ6は、０ミリ秒から数１００ミリ秒の間の時間であってもよい。また、パ
ネルオフ処理にステップＳ３１２の処理を含まないようにしてもよい。このようにした場
合であっても、ステップＳ３１１の処理が実行されてから少なくともＣＰＵ１１の１クロ
ックが経過した以降に、次の処理が実行される。
【０１１５】
　また、ステップＳ３１２で、ステップＳ３１２に処理が進められてから時間Ｔ6が経過
したか否かが判断されるようにしてもよい。
【０１１６】
　時間Ｔ6が経過していないと判断した場合（ステップＳ３１２でＮＯの場合）、制御部
１０は、ステップＳ３１２の処理を繰返す。一方、時間Ｔ6が経過したと判断した場合（
ステップＳ３１２でＹＥＳの場合）、ステップＳ３１３で、制御部１０は、バックライト
５２をオン状態からオフ状態に制御する。これによって、バックライト５２の輝度は０に
なる。
【０１１７】
　ステップＳ３１３の後、制御部１０は、このパネルオフ処理を終了して、実行する処理
をこの処理の呼出元の処理に戻す。
【０１１８】
　図７は、この発明の第３の実施の形態における液晶テレビ受像機１００Ｂでのパネルオ
フ制御のタイミングを示すタイミングチャートである。
【０１１９】
　図７を参照して、このタイミングチャートは、図６で説明したパネルオフ処理が実行さ
れたときのタイミングチャートである。まず、パネルオフ指示信号がオフ状態からオン状
態にされる。ここで、バックライトの輝度は最大輝度の８０％である。これに応じて、バ
ックライトの輝度が最大輝度のｂ1＝８０－２０×１＝６０％に制御される。
【０１２０】
　次に、時間Ｔ5が経過するごとに、ｂj＜３０となるまで、バックライトの輝度が最大輝
度のｂ2＝８０－２０×２＝４０％、ｂ3＝８０－２０×３＝２０％と段階的に徐々に減少
制御される。ｂj＜３０が成立して時間Ｔ5が経過した後、パネル信号がオン状態からオフ
状態に制御される。
【０１２１】
　パネル信号がオフ状態に制御されてから時間Ｔ6が経過した後に、バックライト５２が
オン状態からオフ状態に制御される。これにより、バックライト５２の輝度は、最小輝度
よりも低い０になる。
【０１２２】
　以上説明したように、第３の実施の形態における液晶テレビ受像機１００Ｂによれば、
図６のステップＳ３０３からステップＳ３０８で説明したように、液晶パネルを透過させ
ることによって像を形成するための光を発生するバックライト５２の輝度が人の目に見え
ない輝度である最大輝度の３０％の輝度を下回るまで、時間Ｔ5ごとに最大輝度の２０％
ずつ徐々に減少される。
【０１２３】
　図６のステップＳ３１１で説明したように、輝度が減少された後、液晶パネル５１への
パネル信号がオン状態からオフ状態に制御される。図６のステップＳ３１３で説明したよ
うに、パネル信号がオフ状態に制御された後、バックライト５２がオン状態からオフ状態
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に制御される。
【０１２４】
　このため、液晶パネル５１のバックライト５２を制御することによって容易に、液晶パ
ネル５１へのパネル信号をオン状態からオフ状態にしたときに発生する画像の乱れをユー
ザに見えないようにすることができる。
【０１２５】
　また、時間当りの輝度の変動幅が小さくなるので、バックライト５２に供給される電力
の変動幅を小さくできる。その結果、液晶テレビ受像機１００Ｂの電力の負荷変動幅を小
さくすることができ、液晶テレビ受像機１００Ｂの電源電圧の安定性を向上させることが
できる。
【０１２６】
　また、図６のステップＳ３０１およびステップＳ３０４で説明したように、液晶パネル
５１の機能を停止させることを指示するパネルオフ指示信号が入力されたことを条件とし
て、バックライト５２の輝度が減少される。
【０１２７】
　（第４の実施の形態）
　第１の実施の形態においては、バックライトの輝度を人の目に見えない所定の輝度に減
少制御した後に、パネル信号をオフ状態に制御するようにした。第４の実施の形態におい
ては、バックライトの輝度を周辺の照度に応じた人の目に見えない輝度に減少制御した後
に、パネル信号をオフ状態に制御するようにする。
【０１２８】
　図８は、この発明の第４の実施の形態における液晶モニタ２００の構成の概略を示すブ
ロック図である。
【０１２９】
　図８を参照して、液晶モニタ２００は、制御部１０と、操作入力部２３と、信号処理部
３４と、信号入力部４１と、液晶パネル５１と、バックライト５２と、スピーカ６１と、
照度センサ７１とを含む。
【０１３０】
　制御部１０、液晶パネル５１、バックライト５２、および、スピーカ６１は、第１の実
施の形態の図１で説明したものと同様であるので、説明は繰返さない。
【０１３１】
　操作入力部２３は、ユーザからの操作を受付けて、受付けた操作を示す操作信号を制御
部１０へ出力する。ユーザは、外部信号の再生に関わる所望の動作を液晶モニタ２００に
行わせるため、操作入力部２３で所定の操作をする。
【０１３２】
　信号入力部４１は、外部の機器から映像や音声などを再生するための外部信号の入力を
受付けて、受付けた外部信号を信号処理部３４に出力する。
【０１３３】
　外部の機器は、たとえば、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）プレーヤやビデオデッキ
やＣＤ（Compact Disc）プレーヤなどの記録媒体再生装置、テレビ放送やラジオ放送を受
信する受信機、ケーブルテレビや有線放送などのセットトップボックス、および、ＰＣ（
Personal Computer）やゲートウェイやルータや無線ＬＡＮ（Local Area Network）のベ
ースステーションなどの情報通信機器である。
【０１３４】
　外部信号は、コンポジット端子、Ｓ端子、Ｄ端子、コンポーネント端子、ＨＤＭＩ（Hi
gh-Definition Multimedia Interface）（登録商標）端子、Ｄ－Ｓｕｂ（D-Subminiature
）端子、ＤＶＩ（Digital Visual Interface）端子、ＤＶ（Digital Video）端子、ＩＥ
ＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Engineers）１３９４端子、ＵＳＢ（Un
iversal Serial Bus）端子などの端子のいずれかでやり取りされる映像信号または音声信
号である。
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【０１３５】
　信号処理部３４は、信号入力部４１から受けた外部信号を映像信号および音声信号に分
離して音声信号をスピーカ６１に出力する。また、信号処理部３４は、分離された映像信
号を、液晶パネル５１を駆動制御して映像を表示させるためのパネル信号に変換して、パ
ネル信号を液晶パネル５１に出力する。
【０１３６】
　照度センサ７１は、液晶モニタ２００の周辺の照度を測定するセンサであって、たとえ
ば、フォトダイオードで構成される。照度センサ７１は、照度に応じた信号を制御部１０
に送信する。
【０１３７】
　図９は、この発明の第４の実施の形態における液晶モニタ２００で実行されるパネルオ
フ処理の流れを示すフローチャートである。
【０１３８】
　図９を参照して、パネルオフ処理は、たとえば、この処理の呼出元のメイン処理から定
期的に呼出されることによって実行される。
【０１３９】
　まず、ステップＳ４０１で、液晶モニタ２００の制御部１０は、パネルオフ指示信号が
入力されたか否かを判断する。
【０１４０】
　パネルオフ信号は、たとえば、液晶モニタ２００の電源がオフ状態にされるときに出さ
れる。しかし、これに限定されず、映像のない音声のみのコンテンツが液晶モニタ２００
に入力されたとき、たとえば、ＣＤプレーヤからの信号が液晶モニタ２００に入力された
ときに、パネルオフ指示信号が出されるようにしてもよい。また、液晶モニタ２００がＰ
Ｃ用である場合、所定時間が経過したときにレジューム機能が働くことによってパネルオ
フ指示信号が出されるようにしてもよい。
【０１４１】
　パネルオフ指示信号が入力されていないと判断した場合（ステップＳ４０１でＮＯの場
合）、制御部１０は、このパネルオフ処理を終了して、実行する処理をこの処理の呼出元
の処理に戻す。
【０１４２】
　一方、パネルオフ指示信号が入力されたと判断した場合（ステップＳ４０１でＹＥＳの
場合）、制御部１０は、ステップＳ４０２で、照度センサ７１からの信号に基づいて、液
晶モニタ２００の周辺の照度を測定する。
【０１４３】
　次に、ステップＳ４０４で、制御部１０は、測定された照度に応じてバックライト５２
の輝度を減少するように制御する。ここでは、測定された照度が所定値以上の場合には、
バックライト５２の輝度が、最大輝度の２０％に減少するように制御され、測定された照
度が所定値未満の場合には、バックライト５２の輝度が、最大輝度の１０％に減少するよ
うに制御される。ここで、減少された輝度は、そのときの照度で人の目に見えない程度の
輝度である。
【０１４４】
　なお、バックライト５２の輝度の減少制御の方法は、これに限定されず、２段階よりも
多い多段階制御で輝度を制御するようにしてもよいし、照度に比例するように輝度を制御
するようにしてもよいし、照度から所定の関係式で算出した値に輝度を制御するようにし
てもよい。
【０１４５】
　以後のステップＳ４０７からステップＳ４１３までの処理は、図１で説明したステップ
Ｓ１０７からステップＳ１１３までの処理と同様であるので、説明は繰返さない。
【０１４６】
　以上説明したように、第４の実施の形態における液晶モニタ２００によれば、図８で説
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明したように、照度センサ７１により液晶モニタ２００の周辺の照度が測定される。図９
のステップＳ４０４で説明したように、バックライト５２の輝度が、測定された照度に応
じて人の目に見えない輝度に減少される。
【０１４７】
　このため、液晶モニタ２００の周辺の状況に応じたバックライト５２の輝度の制御がで
きる。
【０１４８】
　なお、第４の実施の形態においては、周辺の照度に応じて、バックライト５２の輝度が
第１の実施の形態と同様に人の目に見えない輝度に減少制御されるようにした。しかし、
周辺の照度に応じて、バックライト５２の輝度が第２の実施の形態と同様に徐々に減少制
御されるようにしてもよい。
【０１４９】
　たとえば、測定された照度が所定値以上の場合には、バックライト５２の輝度が最大輝
度の８０％，６０％，４０％，２０％に段階的に徐々に減少するように制御され、測定さ
れた照度が所定値未満の場合には、バックライト５２の輝度が最大輝度の８０％，６０％
，３５％，１０％に段階的に徐々に減少するように制御するようにしてもよい。
【０１５０】
　（変形例）
　前述した実施の形態においては、液晶パネル５１とバックライト５２とを含む液晶テレ
ビ受像機１００，１００Ａ，１００Ｂ、および、液晶モニタ２００として発明を説明した
。しかし、これに限定されず、液晶パネルと照明装置とを含む電気機器であれば他の機器
、たとえば、コンビネーションシステムや、透過型または反射型の液晶プロジェクタであ
ってもよい。
【０１５１】
　コンビネーションシステムとしては、テレビとビデオデッキとが組合わされた装置や、
テレビとＤＶＤ録画再生装置とが組合わされた装置や、テレビとハードディスク録画再生
装置とが組合わされた装置などがある。液晶プロジェクタの場合、液晶パネルの照明装置
は、超高圧水銀ランプなどの光源ランプである。
【０１５２】
　前述した実施の形態においては、液晶テレビ受像機１００，１００Ａ，１００Ｂ、およ
び、液晶モニタ２００の装置として発明を説明した。しかし、これに限定されず、液晶テ
レビ受像機１００，１００Ａ，１００Ｂ、および、液晶モニタ２００で、それぞれ図２、
図４、図６、および、図９で説明した処理を実行する液晶表示制御方法として発明を捉え
ることができる。
【０１５３】
　また、液晶テレビ受像機１００，１００Ａ，１００Ｂ、および、液晶モニタ２００で、
それぞれ実行される図２、図４、図６、および、図９で説明した液晶表示制御プログラム
として発明を捉えることができる。
【０１５４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】この発明の第１の実施の形態における液晶テレビ受像機の構成の概略を示すブロ
ック図である。
【図２】この発明の第１の実施の形態における液晶テレビ受像機で実行されるパネルオフ
処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】この発明の第１の実施の形態における液晶テレビ受像機でのパネルオフ制御のタ
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イミングを示すタイミングチャートである。
【図４】この発明の第２の実施の形態における液晶テレビ受像機で実行されるパネルオフ
処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】この発明の第２の実施の形態における液晶テレビ受像機でのパネルオフ制御のタ
イミングを示すタイミングチャートである。
【図６】この発明の第３の実施の形態における液晶テレビ受像機でのパネルオフ処理の流
れを示すフロチャートである。
【図７】この発明の第３の実施の形態における液晶テレビ受像機でのパネルオフ制御のタ
イミングを示すタイミングチャートである。
【図８】この発明の第４の実施の形態における液晶モニタの構成の概略を示すブロック図
である。
【図９】この発明の第４の実施の形態における液晶モニタで実行されるパネルオフ処理の
流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１５６】
　１０　制御部、１１　ＣＰＵ、１２　メモリ、２１　リモコン受信部、２２　リモコン
、２３　操作入力部、３１　アンテナ、３２　チューナ、３３　復調器、３４　信号処理
部、４１　信号入力部、５１　液晶パネル、５２　バックライト、６１　スピーカ、７１
　照度センサ、１００，１００Ａ，１００Ｂ　液晶テレビ受像機、２００　液晶モニタ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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